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（議長） 

日程第１２、議案第７号、江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例について、日程第１３、議案第８号、江差町特別職の職員で常勤の者の

給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第１４、議案第９号、江

差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日程第１５号、議案第１０

号、江差町会計年度、任、会計、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について、日程第１６、議案第１１号、江差町職員に対する寒冷地手当

支給に関する条例の一部を改正する条例について、日程第１７、議案第１２号、令和６年

度江差町一般会計補正予算(第１３号)について、日程第１８、議案第１３号、令和６年度

江差町国民健康保険費特別会計補正予算(第３号)について、日程第１９、議案第１４号、

令和６年度江差町介護保険特別会計補正予算(第２号)について、日程第２０、議案第１５

号、令和６年度江差町公共下水道事業会計補正予算(第２号)について、日程第２１、議案

第１６号、令和６年度江差町水道事業会計補正予算（第２号）について、関連があります

ので一括議題と致します。 

 

（議長） 

提案理由の説明を求めます。 

 

「町長」 

議長。 

 

（議長） 

町長。 

 

「町長」 

ただいま一括条例、上程となりました、議案第７号、江差町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第８号、江差町特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、議案第９号、

江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、議案第１０号、江差町会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議案第

１１号、江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する条例につい

て、議案第１２号、令和６年度江差町一般会計補正予算（第１３号）について、議案第１

３号、令和６年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算（第３号）について、議案第１

４号、令和６年度江差町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、議案第１５号、

令和６年度江差町公共下水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第１６号、令和

６年度江差町水道事業会計補正予算（第２号）についてでございます。 

令和６年の人事院勧告に基づき、関係する条例の一部を改正するものでございます。 

また併せまして、令和６年の人事院勧告に伴う給与及び手当の改正による人件費の補正
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をお願いするものでございます。 

具体的内容につきましては、担当課長より説明致しますので、ご審議の上、議決頂きま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

「総務課長」 

総務課長。 

 

（議長） 

総務課長。 

 

「総務課長」 

えー議案第７号から議案第１１号の各条例の一部を改正する条例について、ご説明させ

て頂きます。 

議案書につきましては、議案目次その２の１１ページから２４ページ、資料につきまし

ては、定例会資料追加の１ページ、資料４の人事院勧告に基づく給与改定等の概要、３ペ

ージから１５ページ、資料５から資料９の新旧対照表、対照表となってございます。資料

４の人事院勧告に基づく給与改定等の概要を中心にご説明させて頂きます。 

まず、議案第７号から第１０号に関わる期末手当及び勤勉手当に関しましては、年間の

支給月数を引き上げるもので、議案第７号の議員では、年２．４５ヶ月を２．５ヶ月に、

議案第８号の特別職及び議案第９号の町職員の一般職では、年４．５ヶ月を４．６か、

４．６ヶ月に、再任用職員では、年２．３５ヶ月を２．４ヶ月、議案第１０号の会計年度

任用職員では、年２．３５ヶ月を２．４ヶ月に引き上げる事としております。 

これらの引き上げは、令和６年１２月１日から適用するものですが、既に６月の支給が

済んでいることから、本年度に限り、年間の増額分を１２月支給に支給するよう規定して

ございます。 

続いて、議案第９号の町職員及び議案第１０号の会計年度任用職員の給与に関しまして

は、民間給与との格差を解消しつつ、採用時における競争力向上のために、初任給の大幅

な引き上げや、若年層に特に重点を置いた引き上げとし、順次低減させる形で、全体の平

均改定率３．０％の増加としており、令和６年４月１日から適用するものでございます。 

また、議案第１１号の寒冷地てあ、手当につきましても、民間における支給状況を踏ま

え、増額としているところでございます。 

以上、各条例の一部改正に係る概要説明とさせて頂きます。 

 

「財政課長」 

財政課長。 

 

（議長） 

財政課長。 
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「財政課長」 

それでは私からは、議案第１２号から議案第１６号に係る５つの会計の補正予算につい

て関連がございますので、一括して補足説明をさせて頂きます。 

まずは一般会計です。議案書その２、２７ページの補正予算構成表をご覧下さい。 

今回の補正予算につきましては、議会費のうち７，０００円が総務産業常任委員長の交

代に伴う分として含まれていること。また総務費、一般管理費に会計年度任用職員の児童

手当の不足分７５万円が含まれていること以外は、いずれも令和６年度人事院勧告に伴う

給与改定及び今年度の人事異動等に伴う人件費補正となります。 

人事院勧告の内容につきましては、ただいま関連条例の一部改正に関わって説明があり

ましたので、私からは割愛をさせて頂きますが、ご覧頂きますように、一般会計の補正額

の合計につきましては、一般職員分９５名と会計年度任用職員９９名、これに特別会計繰

出金江差消防署分の行政組合分担金を合わせて６，４０９万７千円となりました。 

財源につきましては、人事院勧告影響分として追加交付される普通交付税４，４００飛

び９万７，０００円を見込む他、去る９月定例会で議決頂きました財政調整基金５，００

０万円の取り崩しのうち２，０００万円を繰り入れます。 

次に国民健康保険費特別会計です。議案書その２、４７ページをご覧下さい。 

本特別会計で措置する３名の一般職員及び６名の会計年度任用職員に係る人件費補正

で、補正額の合計は２３８万２千円です。財源は全額一般会計からの繰入金です。 

次に介護保険特別会計です。議案書その２、６３ページをご覧下さい。 

本特別会計で措置する６名の一般職員及び７名の会計年度任用職員に関する人件費補正

で、補正額の合計は３９０万９千円です。財源は、一般会計繰入金４１万１千円と、前年

度繰越金３４９万８千円です。 

次に公共下水道事業会計です。議案書その２、７９ページをご覧下さい。 

本公営企業会計で措置する２名の一般職員に関する人件費補正で、補正額の合計は１０

６万円です。財源は全額、下水道事業収益の中から充当します。 

最後に水道事業会計です。議案書その２、８３ページをご覧下さい。 

本公営企業会計で措置する２名の一般職員及び１名の会計年度任用職員に関する人件費

補正で、補正額の合計は２３３万６千円です。財源は全額水道事業収益の中から充当しま

す。 

これで補足説明を終わりますが、詳しくは各会計の給与費明細も併せてご確認下さい。 

ご審議の程よろしくお願い致します。 

 

（議長） 

以上で提案理由の説明が終わりましたので質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声） 
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（議長） 

質疑希望は、ありませんので質疑を終結致します。 

お諮りします。本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますがご異議あ

りませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、直ちに採決致します。 

議案第７号、江差町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第７号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第８号、江差町特別職の職員で常勤、常勤の者の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第８号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第９号、江差町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第９号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１０号、江差町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する、条例について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 
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（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１０号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１１号、江差町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部を改正する

条例、条例について原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１１号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１２号、令和６年度江差町一般会計補正予算(第１３号)について、原案に賛

成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１２号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１３号、令和６年度江差町国民健康保険費特別会計補正予算(第３号)につい

て、原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１３号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１４号、令和６年度江差町介護保険特別会計補正予算(第２号)について、原

案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１４号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１５号、令和６年度江差町公共下水道事業会計補正予算(第２号)について、
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原案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１５号については、原案の通り可決されました。 

 

（議長） 

次に議案第１６号、令和６年度江差町水道事業会計補正予算(第２号)について、原案に

賛成の方の挙手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって議案第１６号については、原案の通り可決されました。  

 


